
日薬連発第 327 号 
2026 年 4 月 30 日 

加盟団体 殿 

日本製薬団体連合会 
 

「第十九改正日本薬局方の制定等について」の訂正について 

標記について，令和 8 年 4 月 30 日付け事務連絡にて厚生労働省 医薬局 医
薬品審査管理課より通知がありました． 
つきましては，本件につき貴会会員に周知徹底いただきたく，ご配慮の程よ

ろしくお願い申しあげます． 



 

事 務 連 絡 

令和８年４月 30 日 

  

 各関係団体 御中 

 

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課 

 

 

「第十九改正日本薬局方の制定等について」の訂正について 

 

 

標記について、別添写しのとおり各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課あて連絡

しましたので、その写しを送付いたします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

事 務 連 絡  

令 和 ８ 年 ４ 月 3 0 日  

 

各都道府県衛生主管部（局） 

薬務主管課 御中 

 

  厚生労働省医薬局医薬品審査管理課  

 

 

「第十九改正日本薬局方の制定等について」の訂正について 

 

 

「第十九改正日本薬局方の制定等について（令和８年４月 10日付け医薬発 0410第

１号厚生労働省医薬局長通知）」につき、今般、訂正すべき事項があることから、下記

のとおり差し替え訂正方よろしくお願いいたします。  

 

記 

 

誤 正 

 

第４ その他 

１ 標準品について 

第十九改正において、11 品目の標

準品の追加等を行ったところであ

る。一般に、標準品の製 S造・頒布に

当たっては、当該医薬品の製造販売

業者及び原薬製造業者等の協力が不

可欠である。特に標準品の製造に必

要となる原薬の提供に当たっては、

後々のロット更新時を含めて、我が

国の医薬品の品質を確保するために

必要な公的基準である日本薬局方の

趣旨を踏まえ、御協力をお願いした

いこと。 

 

第４ その他 

１ 標準品について 

第十九改正において、11 品目の標

準品の追加等を行ったところであ

る。一般に、標準品の製造・頒布に当

たっては、当該医薬品の製造販売業

者及び原薬製造業者等の協力が不可

欠である。特に標準品の製造に必要

となる原薬の提供に当たっては、

後々のロット更新時を含めて、我が

国の医薬品の品質を確保するために

必要な公的基準である日本薬局方の

趣旨を踏まえ、御協力をお願いした

いこと。 

※下線部訂正 
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